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資料２



子ども・子育て関連３法について



※「学校教育」とは、学校教育法に位置づけられる小学校就学前の子どもを対象とする教育（幼児期の学校教育）を言い、「保育」とは児童福祉法に位置づけられる乳幼児を対象とした保育を言う。以下同じ。

○急速な少子化の進行 （平成23年合計特殊出生率 1.39）

○結婚・出産・子育ての希望がかなわない現状

・独身男女の約９割が結婚意思を持っており、

希望子ども数も２人以上。

・家族、地域、雇用など子ども・子育てを

取り巻く環境が変化。

○子ども・子育て支援が質・量ともに不足

・家族関係社会支出の対ＧＤＰ比の低さ

（日：1.04%、仏：3.00％、英：3.27％、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ：3.35％）

○子育ての孤立感と負担感の増加

○深刻な待機児童問題

○放課後児童クラブの不足「小1の壁」

○Ｍ字カーブ（３０歳代で低い女性の労働力率）

○質の高い幼児期の学校教育の振興の重要性

○子育て支援の制度・財源の縦割り

○地域の実情に応じた提供対策が不十分

質の高い幼児期の学校教育、
保育の総合的な提供

保育の量的拡大・確保、

教育・保育の質的改善

・待機児童の解消

・地域の保育を支援

・教育・保育の質的改善

地域の実情に応じた子ども・
子育て支援の充実

子育てをめぐる現状と課題
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子ども・子育て関連３法（平成24年8月成立）の趣旨と主なポイント

◆３法の趣旨

自公民３党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、幼児期の学校教

育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進

◆主なポイント
○認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）

及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設

＊地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の

確保に対応

○認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）

・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ

・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進

・幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ （株式会社等の参入は不可）

・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化

○地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、

放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」 ）の充実
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幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に共通の仕組み

○ 基礎自治体（市町村）が実施主体

・ 市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施

・ 国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える

○ 社会全体による費用負担

・ 消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提

（幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るためには、消費税率の引き上げにより確保する０.７兆円程

度を含めて１兆円超程度の追加財源が必要）

○ 政府の推進体制

・ 制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備（内閣府に子ども・子育て本部を設置）

○ 子ども・子育て会議の設置

・ 国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、

子育て支援当事者等（子ども・子育て支援に関する事業に従事する者）が、

子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして

子ども・子育て会議を設置

・ 市町村等の合議制機関（地方版子ども・子育て会議）の設置努力義務
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・小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育

子ども・子育て支援給付 地域子ども・子育て支援事業

■ 放課後児童クラブ

■ 地域型保育給付

■ 施設型給付

※ 出産・育児に係る休業に伴う給付（仮称）→ 将来の検討課題

■ 児童手当

■ 利用者支援、地域子育て支援拠点事業、

一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業等

（対象事業の範囲は法定）

■ 延長保育事業、病児・病後児保育事業

■ 妊婦健診

※ 都道府県が実施する社会的養護等の事業と連携して実施

※ 施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも

対応

・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付

※私立保育所については、現行どおり、市町村が保育所に委託

費を支払い、利用者負担の徴収も市町村が行うものとする

子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像
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○ 地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村が地域
の実情に応じて実施する以下の事業とする。また、対象事業の範囲は法定する。
・ 利用者支援
・ 地域子育て支援拠点事業
・ 一時預かり
・ 乳児家庭全戸訪問事業
・ 養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業
・ ファミリー・サポート・センター事業
・ 子育て短期支援事業
・ 延長保育事業
・ 病児・病後児保育事業
・ 放課後児童クラブ
・ 妊婦健診
・ 実費徴収に係る補足給付を行う事業
・ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

地域子ども・子育て支援事業の対象範囲について
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市町村子ども・子育て支援事業計画（５か年計画）

需要の調査・把握(現在の利用状況＋利用希望）

計画的な整備

市町村子ども・子育て支援事業計画のイメージ

子ども・子育て家庭の状況及び需要

子どものための教育・保育給付

認定こども園、幼稚園、保育所＝施設型給付の対象※
＊私立保育所については、委託費を支弁

小規模保育事業者
家庭的保育事業者
居宅訪問型保育事業者
事業所内保育事業者

地域型保育給付
の対象※

※ 施設型給付・地域型保育給付の対象は、認可や認定を受けた施設・事業者の中から、市町村の確認を受けたもの

（子ども・子育ての利用希望）
学校教育＋子育て支援

満３歳以上の子どもを持つ、
保育を利用せず

家庭で子育てを行う家庭
（子ども・子育ての利用希望）
学校教育＋保育＋放課後児童クラブ

＋子育て支援

満３歳以上の子どもを持つ、
保育を利用する家庭

（子ども・子育ての利用希望）
保育＋子育て支援

満３歳未満の子どもを持つ、
保育を利用する家庭

（子ども・子育ての利用希望）
子育て支援

満３歳未満の子どもを持つ、
保育を利用せず

家庭で子育てを行う家庭

＝

地域子ども・子育て支援事業
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり
・乳児家庭全戸訪問事業等

・延長保育事業
・病児・病後児保育

事業

放課後
児童クラブ

（施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも対応）

※対象事業の範囲は法定

○市町村子ども・子育て支援事業計画は、５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・
地域の子育て支援についての需給計画。（新制度の実施主体として、全市町村で作成。）

幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、
「量の見込み」（現在の利用状況＋利用希望）、「確保方策」（確保の内容＋実施時期）を記載。
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○平成25年４月に内閣府に設置。

○委員

・25人以内で組織。
・子どもの保護者、都道府県知事、市町村長、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・
子育て支援に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者のうちか
ら、内閣総理大臣が任命。

○役割

・会議は、子ども・子育て支援法又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、
内閣総理大臣の諮問に応じ、子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項を調査審議する。

・会議は、子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項に関し内閣総理大臣その他の関係各大臣
に意見を述べることができる。

・会議は、この法律に基づく施策の実施状況を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大
臣その他の関係各大臣に意見を述べることができる。

子ども・子育て会議について

子ども・子育て支援法又は他の法律によりその権限に属させられた事項の主な内容
・基本指針の調査審議
・認定こども園法に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準の調査審議
・特定教育・保育施設の基準の調査審議
・特定地域型保育事業者の基準の調査審議
・施設型給付費、特例施設型給付費の額の算定基準の調査審議
・地域型保育給付費、特例地域型保育給付費の額の算定基準の調査審議 など
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子ども・子育て会議 委員及び専門委員

○子ども・子育て会議 委員

○子ども・子育て会議 専門委員

東京大学大学院教育学研究科教授
全国国公立幼稚園長会会長
恵泉女学園大学大学院教授
ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会理事長
高知県知事
東京商工会議所人口政策委員会委員
淑徳大学総合福祉学部教授
全国私立保育園連盟副会長
三鷹市長
全国小規模保育協議会理事長
株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長
読売新聞東京本社社会保障部次長
日本保育協会理事

（50音順）
（平成25年4月9日付発令）

秋田 喜代美
荒木 尚子
大日向 雅美
奥山 千鶴子
尾﨑 正直
尾身 朝子
柏女 霊峰
橘原 淳信
清原 慶子
駒崎 弘樹
小室 淑恵
榊原 智子
坂﨑 隆浩

全国保育協議会副会長
東京大学大学院情報学環教授
日本労働組合総連合会副事務局長
一般社団法人日本経済団体連合会少子化対策委
員会企画部会長
全日本私立幼稚園ＰＴＡ連合会副会長
ＮＰＯ法人全国認定こども園協会副代表理事
全日本私立幼稚園連合会副会長
公益社団法人全国幼児教育研究協会理事長
白梅学園大学子ども学部教授
ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事
社会福祉法人東京聖労院顧問
前港区立赤坂子ども中高生プラザ館長
聖籠町長

佐藤 秀樹
佐藤 博樹
菅家 功
髙尾 剛正

月本 喜久
古渡 一秀
北條 泰雅
宮下ちづ子
無藤 隆
吉田 大樹
吉原 健

渡邊 廣吉

一般社団法人全国病児保育協議会会長
公益社団法人日本医師会常任理事
秦野市教育委員会教育長
公益社団法人日本助産師会専務理事

稲見 誠
今村 定臣
内田 賢司
葛西 圭子

公益社団法人全国保育サービス協会理事
ＮＰＯ法人家庭的保育全国連絡協議会理事長
全国認定こども園連絡協議会会長
一般社団法人日本こども育成協議会副会長

坂本 秀美
鈴木 道子
溜川 良次
山口 洋
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（※）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の基準等については、社会保障審議会児童部会を中心に議論。
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■ ０．７兆円程度以外の０．３兆円超程度の確保の課題

→ 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るためには、１兆円超程度の財源が必要。

今回の消費税率の引上げにより確保する０．７兆円程度以外の０．３兆円超の財源確保が課題。

○ 社会保障・税一体改革に関する確認書（社会保障部分） （抄）

（平成24年6月15日 自由民主党・公明党・民主党 社会保障・税一体改革（社会保障部分）に関する実務者間会合）

二．社会保障改革関連５法案について

（１）子育て関連の３法案の修正等

⑤ その他、法案の附則に以下の検討事項を盛り込む。

○ 政府は、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、安定財源の確保に努めるものとする。

⑥ 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、今回の消費税率の引き上げによる財源を含めて１兆円超程度の財源が必要であり、

政府はその確保に最大限努力するものとする。

○ 子ども・子育て支援法（抄）

附 則

（財源の確保）

第３条 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。

安定財源の確保

■ 消費税の使い途を子育てにも拡大
→ 国分の消費税収の使い途を、現在の高齢者３経費（基礎年金、老人医療、介護）から、

社会保障４経費（年金、医療、介護、子育て）に拡大。

■ 消費税率５％引き上げにより社会保障の充実の財源に充てられる２．７兆円のうち、

０．７兆円程度が子ども・子育て支援の充実のための財源に。

■ 子ども・子育て支援の充実のための０．７兆円程度の内訳
→保育等の量の拡充（最優先課題である待機児童解消等）、質の改善（職員配置の改善・処遇改善等）に

充当。
○具体的な充当方法については、今後、内閣府の「子ども・子育て会議」（平成２５年４月設置）などにおける議論を
踏まえ検討。
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○子ども・子育て支援法（抄）

附 則
（検討）

第二条 政府は、総合的な子ども・子育て支援の実施を図る観点から、出産及び育児休業に係る給付を子ども・
子育て支援給付とすることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置
を講ずるものとする。

２ 政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）の延長について
検討を加え、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

３ 政府は、質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、幼稚園教諭、保育士及び
放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方並びに保育士資格を
有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の教育・保育その他の子
ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に
基づいて所要の措置を講ずるものとする。

４ 政府は、この法律の公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在
り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

５ 政府は、前各項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、
必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも
のとする。

子ども・子育て支援法の検討規定
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子ども・子育て支援法案、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律案及び子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議 （抄）

（平成24年6月26日衆議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会）
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

１～５ （略）

６ 放課後児童健全育成事業の対象として、保護者の就労だけでなく、保護者の疾病や介護なども該当することを地方自治体
をはじめ関係者に周知すること。
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（平成24年8月10日参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会）
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

１～15 （略）

16 放課後児童健全育成事業をはじめとする地域子ども・子育て支援事業については、住民のニーズを市町村の事業計画に
的確に反映させるとともに、市町村の事業計画に掲げられた各年度の取組に応じて、住民にとって必要な量の確保と質の
改善を図るための財政支援を行う仕組みとすること。

17 放課後児童健全育成事業の対象として、保護者の就労だけでなく、保護者の疾病や介護なども該当することを地方
自治体をはじめ関係者に周知すること。

18・19 （略）

右決議する。



放課後児童クラブについて



○クラブ数 21,085か所 （参考：全国の小学校約21,166校）
○登録児童数 851,949人 （全国の小学校1～3年生約328万人の23％程度＝約4人に1人）
○利用できなかった児童数（待機児童数） 7,521人〔利用できなかった児童がいるクラブ数 1,429か所〕

放課後児童クラブについて
【事業の内容、目的】

共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して、児童館や学校の余裕教室、公民館などで、
放課後に適切な遊び、生活の場を与えて、その健全育成を図る

（平成9年の児童福祉法改正により法定化〈児童福祉法第6条の3第2項〉）

【現状】（クラブ数及び児童数は平成24年5月現在）

【事業に対する国の助成［育成事業費（特別会計）から事業実施市町村への補助］】

・「子ども・子育てビジョン」（平成２２年１月２９日閣議決定）
⇒平成２６年度末までに111万人（小学校1～3 年生の32％＝3人に1人）の受入児童数をめざす

○運営費
・概ね1/2を保護者負担で賄うことを想定。
・残りの1/2分について、児童数が10人以上で、

原則、長期休暇（８時間以上開所）を含む年間250日以上開設
するクラブに補助。

・例：児童数が40人の場合、1クラブ当たり基準額：336.0万円
（総事業費672.0万円）

○整備費
・新たに施設を創設する場合（基準額：2,150.4万円）のほか、平成25年度より、改築、大規模修繕及び拡張の整備区分を追加。

また、学校の余裕教室等を改修する場合（基準額：700万円）、備品購入のみの場合（基準額：100万円）も助成。

※運営費は、国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担。整備費（創設、改築等）は、国・都道府県・設置者が3分の1ずつ負担。
整備費（改修・備品購入）は、国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担。

運営費の負担の考え方

1 / 2

1 / 3

1 / 3

1 / 3国
1 / 6

都道府県
1 / 6

市町村
1 / 6

保護者
1 / 2

1 / 2（基準額）

○平成２５年度予算 ３１５．８億円

※国(1/6)は事業主
拠出金財源
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○ 平成２４年では、クラブ数は２１，０８５か所、登録児童数は８５万１，９４９人となっており、平成１０年と比較すると、
クラブ数は約２．２倍、児童数は約２．４倍となっている。また、クラブを利用できなかった児童数（待機児童数）は
７，５２１人(最大の１９年に比べて約５割)となった。

放課後児童クラブ数及び登録児童数等の推移
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9人以下
650か所（3%）

10～19人
2,280か所

(11%)

20～35人
6,064か所

(28%)36～45人
4,750か所

(23%)

46～55人
3,232か所

(15%)

56～70人
2,840か所

(14%)

71人以上
1,269か所

(6%)

17:00まで
529か所(3%)

17:01～18:00
8,008か所

(38%)

18:01～19:00
11,459か所

(54%)

19:01以降
1,061か所（5%）

17:00まで
1,445か所(9%)

17:01～18:00
9,028か所

(54%)

18:01～19:00
5,742か所

(34%)

19:01以降
470か所（3%）

9人以下
586か所（3%）

10～19人
1,992か所

(12%)

20～35人
4,359か所

(26%)

36～70人
7,300か所

(44%)

71人以上
2,448か所

(15%)

放課後児童クラブの現状
○規模別実施状況

登録児童数の人数規模別でみると、４５人までの
クラブが全体の約６５％を占める。

○終了時刻の状況（平日）

18:01以降の閉所が全体の約６割を占める。

学校

余裕教室

5,919か所
(28%)

学校

敷地内

4,945か所
(24%)

児童館

2,745か所
(13%)

公的施設等

3,232か所
(15%)

その他

4,244か所
(20%)

○設置場所の状況

設置場所では、学校の余裕教室が約２８％、学校
敷地内の専用施設が約２４％、児童館が約１３％
であり、これらで全体の約６５％を占める。

１年生

29万人
(34%)

２年生

26万人
(31%)

３年生

20万人
(23%)

４年生

以上他

10万人
(12%)

○登録児童の学年別の状況

小学校１年生から３年生までで全体の約９割
を占める。

※平成２４年５月１日現在（育成環境課調）

（参考）１９年 （参考）１９年

学校

余裕教室

4,759か所
(29%)

学校

敷地内

3,047か所
(18%)

児童館

2,595か所
(16%)

公的施設等

2,592か所
(15%)

その他

3,692か所
(22%)

（参考）１９年

１年生

27万人
(36%)

２年生

24万人
(31%)

３年生

17万人
(23%)

４年生

以上他

7万人
(10%)

（参考）１９年

※19年調査では、36人～70人の
内訳は把握していない
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放課後児童クラブガイドラインについて

○ 子育てと仕事の両立支援に対するニーズの増大を背景に、放課後児童クラブ数が年々増加していることから、クラブを生活の場として
いる子どもの健全育成を図ることを目的として、補助金の交付・不交付を問わず、クラブとして望ましい運営内容を目指すためのガイドラ
インを国において初めて策定。

○ 本ガイドラインを参考に、各クラブにおいて定期的に自己点検を行うなどにより資質の向上を図る。

趣旨・目的

「放課後児童クラブガイドラインについて」（平成１９年１０月１９日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

１．対象児童
・ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校１～３年の就学児童。
・ その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の小学部及び小学校
４年生以上）

２．規模
・ 集団の規模については、おおむね４０人程度までとすることが望ましい。
・ １放課後児童クラブの規模については、最大７０人までとすること。

３．開所日・開所時間
・ 子どもの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮。
・ 土曜日、長期休業期間等は、保護者の就労実態等を踏まえて８時間以上
開所。
・ 新１年生については、保育所との連続を考慮し４月１日より受け入れること。

４．施設・設備
・ 専用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場
としての機能が十分確保されるよう留意すること。
・ 子どもが生活するスペースについては児童１人当たり１．６５㎡以上が望ま
しい。なお、体調が悪い時等に休息できる静養スペースを確保すること。

・ 施設・設備は衛生及び安全が確保されているとともに、事業に必要な設備・
備品を備えること。

５．職員体制
・ 放課後児童指導員を配置すること。
・ 放課後児童指導員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３８
条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい。

６．放課後児童指導員の役割
・ 子どもの人権の尊重、個人差への配慮、体罰等の禁止、プライバシー保
護等に留意のうえ、次の活動を行うこと。
① 子どもの健康管理、出席確認等の安全確保、情緒の安定を図る。
② 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う。
③ 子どもが宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な
援助を行う。

④ 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、
その力を身につけさせる。

⑤ 活動内容について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭
や地域での遊びの環境づくりへの支援を行う。

⑥ 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされ
るケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等
を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応。

⑦ その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行う。

○その他
７． 保護者への支援・連携
・ 保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるよう支援。

８． 学校との連携
・ 学校、放課後子ども教室との連携を図る。

９． 関係機関・地域との連携
10. 安全対策
11. 特に配慮を必要とする児童への対応
12. 事業内容等の向上について
・放課後児童指導員の資質の向上のため積極的に研修を実施し、又は受講させること。

・ クラブは、事業内容について定期的に自己点検、自ら事業内容向上に努める。

13. 利用者への情報提供等
14. 要望・苦情への対応

ガイドラインの概要
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現行 新制度施行後

対象児童 おおむね１０歳未満の留守家庭の小学生
留守家庭の小学生

設備及び運営

の基準
特段の定めなし

国が省令で基準を定め、市町村で条例を制定
［従事する者及び員数…従うべき基準］

［施設、開所日数、時間など…参酌すべき基準］

市町村の関与
開始後１ヶ月以内に事後の届け出など

［届け出先：都道府県］

事業開始前の事前の届け出など

［届け出先：市町村］

市町村の情報収集 子育て支援事業に関し、必要な情報の提供 子育て支援事業に関し、必要な情報の収集及び提供

事業の実施の促進 特段の定めなし
市町村の公有財産（学校の余裕教室など）

の貸付け等による事業の促進

計画等

・「市町村行動計画」の策定。

・総合的かつ効果的に次世代育成支援対策
を推進する努力義務

・「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定
・区域ごとの事業量の見込みや提供体制の確保について法律上に規定

・総合的かつ計画的に事業を実施する責務

費用負担割合

事業主拠出金
（国）

都道府県

市町村 1/3

1/3

1/3

事業主拠出金
（国）

都道府県

市町村

1/3

1/3

1/3 質の改善にかかる
費用については、
税制抜本改革によ
る財源確保を前提
（公費）

※質の改善にかかる費用について、事業主拠出金は充当しない。
（平成２４年３月２日少子化社会対策会議決定）

※放課後児童健全育成事業に従事する者の処遇改善に資するための施策について検討を加え、
所要の措置を講ずる。（子ども・子育て支援法附則第２条第３項）

※子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定財源の確保に努める。
（同法附則第３条）

※幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るためには、１兆円超程度の財源が必要
であり、今回の消費税率の引上げにより確保する０．７兆円程度以外の０．３兆円超につ
いて、速やかに確保の道筋を示す。（参・附帯決議）

※総事業費の1/2程度を保護者負担と整理のうえ
予算計上している。

※保護者の就労だけでなく、保護者の疾病や介護なども該当することを地方自治体をはじめ
関係者に周知する。（衆／参・附帯決議）

放課後児童クラブの主な改正事項

保護者負担

保護者負担

※地域子ども・子育て支援事業については、住民のニーズを市町村の事業計画に的確に反映
させるとともに、市町村の事業計画に掲げられた各年度の取組に応じて、住民にとって必要
な量の確保と質の改善を図るための財政支援を行う仕組みとすること。（参・附帯決議）

19



20

◎対象児童

第六条の三 （略）

② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、
小学校に就学しているおおむね十歳未満の児
童であつて、その保護者が労働等により昼間
家庭にいないものに、政令で定める基準に従
い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を
利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、
その健全な育成を図る事業をいう。

③～⑭ （略）

◎市町村の情報収集

第二十一条の十一 市町村は、子育て支援事業に
関し必要な情報の提供を行うとともに、保護
者から求めがあつたときは、当該保護者の希
望、その児童の養育の状況、当該児童に必要
な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保
護者が最も適切な子育て支援事業の利用がで
きるよう、相談に応じ、必要な助言を行うも
のとする。

② （略）

③ 市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助
言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事
務を当該市町村以外の者に委託することがで
きる。

④ 子育て支援事業を行う者は、前二項の規定に
より行われるあつせん、調整及び要請に対し
、できる限り協力しなければならない。

（参照条文）子ども・子育て関連３法による児童福祉法（昭和22年法律第164号）の改正

◎対象児童

第六条の三 （略）

② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している
児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、
授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生
活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

③～⑭ （略）

◎市町村の情報収集

第二十一条の十一 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の収
集及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該
保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内
容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業
の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。

② （略）

③ 市町村は、第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに
前項のあっせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託
することができる。

④ 子育て支援事業を行う者は、前三項の規定により行われる情報の
収集、あつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければ
ならない。

現 行 改 正 後
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◎市町村の関与

第三十四条の八 市町村、社会福祉法人その他の
者は、社会福祉法の定めるところにより、放
課後児童健全育成事業を行うことができる。

◎設備及び運営の基準

（新設）

◎市町村の関与

第三十四条の八 市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことがで
きる。

② 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届
け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

③ 国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た
事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を市
町村長に届け出なければならない。

④ 国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を
廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令
で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

※子ども・子育て関連３法の施行の際現に放課後児童健全育成事業を行ってい
る者について適用する場合、子ども・子育て関連３法の施行の日から起算して３
月以内に届出が必要（子ども・子育て支援法整備法第７条第１項）。

◎設備及び運営の基準

第三十四条の八の二 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び
運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合にお
いて、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のため
に必要な水準を確保するものでなければならない。

② 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、放課後児童健全育成
事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基
準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で
定める基準を参酌するものとする。

③ 放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなけ
ればならない。

現 行 改 正 後



◎市町村の関与

第三十四条の八の三 市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、放
課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求
め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行
う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。

② 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用
する。

③ 市町村長は、放課後児童健全育成事業が前条第一項の基準に適合しな
いと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に
適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

④ 市町村長は、放課後児童健全育成事業を行う者が、この法律若しくは
これに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、
又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の
処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又
は停止を命ずることができる。

◎事業の実施の促進

第五十六条の七 市町村は、必要に応じ、公有財産（地方自治法第二百三
十八条第一項に規定する公有財産をいう。次項において同じ。）の貸付
けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その
他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営を促進し、保
育の利用に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。

② 市町村は、必要に応じ、公有財産の貸付けその他の必要な措置を積極
的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活
用した放課後児童健全育成事業の実施を促進し、放課後児童健全育成事
業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。

③ 国及び都道府県は、前二項の市町村の措置に関し、必要な支援を行う
ものとする。 22

◎市町村の関与

（新設）

◎事業の実施の促進

第五十六条の七 保育の実施への需要が増大
している市町村は、公有財産（地方自治法
第二百三十八条第一項に規定する公有財産
をいう。）の貸付けその他の必要な措置を
積極的に講ずることにより、社会福祉法人
その他の多様な事業者の能力を活用した保
育所の設置又は運営を促進し、保育の実施
に係る供給を効率的かつ計画的に増大させ
るものとする。

（新設）

② 国及び都道府県は、前項の市町村の措置
に関し、必要な支援を行うものとする。

現 行 改 正 後



※平成２４年５月１日現在（育成環境課調）

放課後児童指導員の資格の状況

31.2％
（32.6％）

20.3％
（19.7％）

16.7％
（16.5％）

28.8％
（28.3％）3.0％

（2.9％）

総数８６，４５７人

注１：（ ）内は昨年の数値である。数値はボランティアを含めず、常勤・非常勤を区別しない。また、１人の指導員に対し、１つの資格を計上。

注２：「その他３８条」は「保育士・幼稚園教諭」、「幼稚園以外の教諭」、「児童福祉経験有り」以外で児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３８条第２項
に該当する者の基準。

注３：放課後児童健全育成事業実施要綱及び放課後児童クラブガイドラインにおいて、放課後児童指導員は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３８
条に規定する児童の遊びを指導する者が望ましいとしている。

（８２，６８６人）
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○ 放課後児童指導員は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条に規定する児童の遊びを指導する
者が望ましいとしているが、約３割は、資格なしとなっている。



「児童の遊びを指導する者」の基準
（「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条）

・ 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
・ 保育士
・ 社会福祉士
・ 高卒等の者であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの
・ 教員免許を有する者（幼稚園、小学校、中学校、高校）
・ 大学・大学院で社会福祉学、心理学等の課程を修めて卒業し、児童厚生施設の設置者が適当と認めた
者等

◎児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和二十三年厚生省令第六十三号）
（職員）
第三十八条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
２ 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 保育士の資格を有する者
三 社会福祉士の資格を有する者
四 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者
若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）
又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
五 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者
六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者（地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知
事）が適当と認めたもの
イ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに
相当する課程を修めて卒業した者
ロ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに
相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学が認められた者
ハ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれ
らに相当する課程を修めて卒業した者
ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修
めて卒業した者 24



20,431か所
（96.9%）

654か所（3.1%）

専用スペース有り

専用スペースなし
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ク
ラ
ブ
数
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所
）

○ 現状では、ほぼすべてのクラブが専用スペースを確保している。
○ 約８割のクラブで児童１人当たり1.65㎡以上のスペースを確保している。

専用スペースの設置状況について

※平成２４年５月１日現在（育成環境課調）

専用スペースの設置状況

児童１人当たりの面積

１．６５㎡未満
４，９８７か所（２３．７％）

N = 21,085か所

N = 21,085か所

※平成２４年５月１日現在（育成環境課調）

１．６５㎡以上
１６，０９８か所（７６．３％）

※ここでの「専用スペース」とは、放課後児童
クラブの実施時間に専用で利用できる部屋又
はスペースをいう。

25



○ 現状では、６割強のクラブが静養スペースを確保している。

静養スペースの設置状況について

※平成２４年５月１日現在（育成環境課調）

静養スペースあり
13,509か所
（64.1％）

静養スペースなし
7,576か所
（35.9％）

26

N = 21,085か所

※ここでの「静養スペース」とは、専用室等の
一角を間仕切り等して、休息できる空間を含
む。



○ 現状、ほとんどのクラブが２５０日以上開所しており、２８０日以上開所しているクラブは約
８割となっている。

開所日数の状況について

※平成２４年５月１日現在（育成環境課調）

47
989

3,540

16,120

389
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

199日以下 200日～249日 250日～279日 280日～299日 300日以上

年間開設日数別クラブ数

27

N = 21,085か所

クラブ数（か所）

（開設日数）



17:00まで
1,147か所(6%)

17:01～18:00
8,969か所

(51%)

18:01～19:00
6,831か所

(39%)

19:01以降
624か所（4%）

17:00まで
529か所(3%)

17:01～18:00
8,008か所

(38%)
18:01～19:00

11,459か所
(54%)

19:01以降
1,061か所（5%） 17:00まで

775か所(4%)

17:01～18:00
7,989か所

(38%)
18:01～19:00
11,221か所

(53%)

19:01以降
1,032か所（5%）

放課後児童クラブの終了時刻について

○終了時刻の状況（平日）

○ 平日・休日ともに、１８：０１以降に閉所するクラブが全体の約６割を占める。
○ 平日と休日とを比較して、終了時刻に大きな差は見られない。

※平成２４年５月１日現在（育成環境課調）

（参考）２０年

○終了時刻の状況（休日）

（参考）２０年

※平成２４年５月１日現在（育成環境課調）

17:00まで
1,447か所(8%)

17:01～18:00
8,704か所

(50%)

18:01～19:00
6,700か所

(38%)

19:01以降
609か所（3%）

28



放課後児童クラブの終了時刻の推移等について

（クラブ数）

【平日の終了時刻の推移】

○ 終了時刻は18:00までに終了するクラブが減り、18:00を越えて開設するクラブ数が年々増加している。

29
※放課後児童クラブは平成２４年５月１日現在（育成環境課調）、保育所は平成２３年１０月１日現在（社会福祉施設等調査報告）
※放課後児童クラブは平日における終了時刻（長期休暇のみ開所するクラブを除く（28か所））

18:01以降に閉所は、クラブが59.4％となっているのに対し、保育所は84.7％となっている。

終了時刻
17:00
以前

17:01～
18:00

18:01～
19:00

19:01
以降

計

放課後児童クラブ
か所数 529 8,008 11,459 1,061 21,057

（割合） 2.5% 38.0% 54.4% 5.0% 100.0%

保育所
か所数 228 3,091 14,038 4,394 21,751

（割合） 1.0% 14.2% 64.5% 20.2% 100.0%

【放課後児童クラブと保育所との終了時間の比較】

10.740か所

（70.7%）
10,598か所

（66.8%）

10,473か所

（62.8%）
10,116か所

（57.6%）
9,875か所

（53.5%）

9,579か所

（48.1%）

9,160か所

(44.6％)
8,537か所

（40.5％）
4,159か所

(27.4%)

4,882か所

(30.8%)

5,742か所

(34.4%)

6,831か所

(38.9%)
7,909か所

(42.8%)

9,506か所

(47.7%)

10,410か所

(50.7%)

11,459か所

(54.4%)

285か所

(1.9%) 

377か所

(2.4%)

470か所

(2.8%) 

624か所

(3.6%) 

682か所

(3.7%)

837か所

(4.2%)

960か所

(4.7%)

1,061か所

(5.0%)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

18:00以前

18:01～19:00

19:01以降

（注１） 各年５月１日現在（育成環境課調）
（注２） （ ）内は、各年の総数に占める割合
（注３） 長期休暇のみ開所するクラブを除く



6:59以前
6か所(0%)

7:00～7:59
4,008か所

(19%)

8:00～8:59
15,724か所

(75%)

9:00～9:59
1,225か所（6%）

10：00以降
54か所

(0%)

11:00以前
2,895か所(14%) 11:01～12:00

2,183か所
(10%)

12:01～13:00
7,455か所

(35%)

13:01～14:00
6,357か所（30%）

14：01以降
2,167か所

(10%)

放課後児童クラブの開所時刻について

○開所時刻の状況（平日）

○ 平日は、１２：０１～１４：００の間に開所するクラブが全体の約６割を占めるが、開所時間にはバラツキがある。
○ 休日は、ほとんどのクラブが８：５９以前に開所している。

※平成２４年５月１日現在（育成環境課調）

（参考）２０年

○開所時刻の状況（休日）

（参考）２０年

※平成２４年５月１日現在（育成環境課調）

6:59以前
4か所(0%)

7:00～7:59
2,132か所

(12%)

8:00～8:59
13,092か所

(75%)

9:00～9:59
2,070か所
（12%）

10：00以降
162か所

(1%)

11:00以前
2,717か所(16%)

11:01～12:00
1,808か所

(10%)

12:01～13:00
8,249か所

(47%)

13:01～14:00
4,107か所（23%）

14：01以降
690か所

(4%)
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○ 登録児童数が６１人以上の施設では、複数集団に「分けている」という回答がそれ以下の施設に比
べて多くなっている。

○ また、児童を複数の集団に分けている施設では、「１組め」の平均は３４．８人となっている。また、登
録児童数が９１～１２０人では「１組め」の平均が５１．８人と多くなっており、おおむね登録児童数が多
い施設ほど１組の人数も多い傾向がみられる。

集団規模について

※平成２２年次世代育成支援のための実態調査（凸版印刷株式会社）

1.7
4.3

7.1
14.4

28.4
20.8

6.9

2.5
4.2

3.3
8.1

17.9
10.4

4.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

１～２４人

２５～４８人

４９～６０人

６１～９０人

９１～１２０人

１２１人以上

全体

複数集団に分けての運営

分けている（クラブ室自体も分かれて

いる）

分けている（活動内容・活動場所が分

かれている時間帯がある）

（％）

17.2
26.5

34.3
38.8

51.8
46.7

34.8

0
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60

１～２４人 ２５～４８人 ４９～６０人 ６１～９０人 ９１～１２０人 １２１人以上 全体

集団規模（１組め）
（人）
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放課後児童健全育成事業の補助要件について

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第６条の３第２項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭に
いない小学校に就学しているおおむね１０歳未満の児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切
な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの 。

事業の趣旨

２．対象児童
・ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校１～３年
の就学児童
・ その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の
小学部及び小学校４年生以上）

１．実施主体
市町村（特別区を含む。）、社会福祉法人その他の者

５．開所日・開所時間
・ 原則として、年間250日以上開所すること。
・ 開所時間については、１日平均３時間以上とすること。た
だし、長期休暇期間などについては、原則として１日８時間
以上開所。

６．施設・設備
・ 活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するた
めのロッカーの他、生活の場として必要なカーペット、畳等を
備えること。
・ 同じ建物内で、すべての子どもを対象とした活動拠点（居
場所）の提供を併せて行う場合には、放課後児童のために
間仕切り等で区切られた専用スペース又は専用部屋を設
け、 生活の場としての機能が十分確保されるよう留意する
こと。

４．職員体制
放課後児童指導員を配置すること。

７．事業の内容
（１）放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保
（２）出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中

及び来所・帰宅時の安全確保
（３）放課後児童の活動状況の把握
（４）遊びの活動への意欲と態度の形成
（５）遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
（６）連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施
（７）家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
（８）その他放課後児童の健全育成上必要な活動

補助要件

３．利用児童数
10人以上（開設日数が200～249日の場合は20人以上）
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○ 開設日数が２５０日以上、開所時間が平均３時間以上、利用児童数１０人以上であるクラブに対して運営費を国庫補助。
（職員研修費、代替要員費を含む。）

○ ガイドラインで望ましいとされる児童数４０人程度の人数規模への移行促進を図るため、児童数３６～４５人のクラブに最も高い
国庫補助基準額を設定。

＊開設日数200日～249日のクラブについては、利用者に対するニーズ調査を行った結果、実態として250日開設する必要がない
場合に限り、特例として運営費を国庫補助。（基準額：2,059千円、利用児童数20人以上のクラブに限る。）

放課後児童健全育成事業の国庫補助基準額について

1,193 

2,094 

3,360 3,193 3,026 2,859 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

10～19人 20～35人 36～45人 46～55人 56～70人 71人以上

基本額（開設日数250日以上）

（児童数）

（基準額：千円）

① 長時間開設加算
平日６時間を超え、かつ１８時を超えて開設するクラブ（長期休暇等は１日８時間を超えて開設するクラブ）に対し、基本額に加え、
延長時間に応じて加算。（基準額：273千円（平日） 、123千円（長期休暇等分）） ※平均延長時間1時間あたり

② 開設日数加算
250日を超えて開設するクラブに対し、基本額に加え、251日～300日までの250日を超える日数に応じて加算。
（基準額：14千円） ※1日あたり

③ 障害児受入推進事業
障害児を受け入れるため、専門的知識等を有する指導員を配置するために必要な費用を補助。 （基準額：1,608千円）

加算額等

＊年間平均児童数や年間開設日数が国庫補助要件を満たさない小規模な放課後児童クラブ（小規模学童保育）については、
特別交付税の算定対象となっている。（平成24年度における算定基礎額：児童一人当たり56千円） 33



利用者負担 割合(2011年) 
利用料なし 5.3％ 
利用料あり 94.7％ 

  

利用者負担（月額） 割合(2011年) 
2,000円未満 3.9％ 

2,000～4,000円未満 14.3％ 
4,000～6,000円未満 28.3％ 
6,000～8,000円未満 24.6％ 

8,000～10,000円未満 12.1％ 
10,000～12,000円未満 7.2％ 
12,000～14,000円未満 4.2％ 
14,000～16,000円未満 2.7％ 

16,000円以上 2.7％ 
 

＜平成２３年地域児童福祉事業等調査（厚生労働省）＞

放課後児童クラブにおける利用者負担について

利用者負担ありの放課後児童クラブにおける利用料金

1 / 2

1 / 3

1 / 3

1 / 3
国

1 / 6

都道府県
1 / 6

市町村
1 / 6

利用者負担
1 / 2

1 / 2（基準額）

○ 放課後児童クラブは、運営費の１／２相当を公費負担とし、残りの１／２相当を利用者負担として
いる。

○ 利用者負担額については、月額4,000円～8,000円の間で設定されている割合が高い。

＜運営費の負担の考え方＞

※国(1/6)は事業主拠出金財源
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放課後児童クラブにおける障害児の受入推進について

【障害児の受入推進のための国の補助】
＜運営費＞
○ 放課後児童クラブに対し運営経費に係る補助を実施しているが、障害児
を受入れるクラブには、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要な
ことから、専門的知識等を有する指導員を配置するために必要な経費を、
上乗せ補助している。
※１クラブ当たり加算補助額（年額） １，６０８千円（平成２５年度予算）

＜整備費＞

○ 障害児を受入れるために必要なバリアフリー等の改修経費についても

別途補助。

※補助額：１，０００千円（平成２５年度予算）

○ 障害児の受入クラブ数及び受入児童数は、年々、着実に増加。※平成２４年５月現在 １０，４６０クラブ、２３，４２４人

○ 平成２４年においては、障害児受入クラブ数及び障害児数ともに、調査開始時と比較して２．５倍以上に増加。

【障害児受入クラブ数及び障害児数の現状及び推移】

（注１）各年５月１日現在（育成環境課調）

（注２） （ ）内は、全クラブ数に占める割合、［ ］内は全登

録児童数に占める割合

（注３）クラブ数は平成１５年から、障害児数は平成１６年か

ら調査

［障害児受入推進に係る補助事業の沿革］

平成１３年度 障害児受入促進試行事業の創設

［障害児を４人以上受入れるクラブへの加算］

平成１５年度 人数要件の緩和［障害児４人以上→２人以上］

平成１８年度 人数要件の撤廃［障害児２人以上→１人以上］

平成２０年度・市町村が認めた専門的知識等を有する指導員

を各クラブに配置する補助方式へ変更

・１クラブ当たり加算補助額（年額）の大幅な増

687千円→1,421千円
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自宅

別居の家族・親戚の家

子どもの友だちの家

学校

学童保育

児童館など公共施設

公園、空き地、原っぱなど

商業施設（スーパーなどの遊

び場）

習い事、スポーツクラブ、学

習塾等

その他

放課後に児童が過ごす場所
○ 放課後に児童が過ごす場所について、小学校１年生では、約１／４が「「学童保育」を選択している。また、年代

が上がるに連れて「習い事、スポーツクラブ、学習塾等」の割合が高くなり、「学童保育」の割合が低くなっている。

出典：２１世紀出生児縦断調査（第７回～第10回） 複数回答 ※平成20年調査では、他の調査と項目が異なる。 36



３ 包括的な次世代育成支援の枠組みの構築
（新たな枠組みの構築の必要性）

学齢期の放課後対策－全小学校区での「放課後子どもプラン」の実施よる空白地区の解消、対象児童の増加に対応した１学校
区当たりのクラブ数の増加による保育所から放課後児童クラブへの切れ目のない移行と適正な環境の確保

５ 少子化・次世代育成支援対策
（３）子育て支援サービスの充実

エンゼルプランの策定以来、総合的な少子化対策が講じられ、各種サービスのメニュー自体はある程度出そろってきたが、「保
育所が一杯で入れないため職場復帰できない」、「入所の通知が遅すぎる」（１歳の壁）、「３～４歳からは幼稚園に通わせたいが、
子どもを預かる時間が短い」（４歳の壁）、「利用希望が多く放課後児童クラブに入れない」、「利用時間がニーズに合っていない」
（小１の壁）、「小学校３年生までしか利用できないクラブが多い」、「放課後児童クラブ（厚生労働省）と放課後子ども教室（文部科
学省）の連携が不十分」（小４の壁）など、施策が実際に利用される場面において使いやすいものとなっておらず、利用者にとって
各種施策の推進による改善が実感できない状況となっている。 （以下、略）

（５） 少子化・次世代育成支援対策
③ 子育て支援サービスの充実
１歳の壁、４歳の壁、小１の壁、小４の壁の解消など利用者視点に立ったきめ細かな運用面での改善が必要。
また、施策の担い手となっている市町村レベルでの取組の充実、省庁間の連携の強化を図るべきである。
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放課後児童クラブに係る主な意見・提言など

○「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議とりまとめ （平成１９年１２月）

○社会保障国民会議 中間報告 （平成２０年６月１９日）

○社会保障国民会議 最終報告 （平成２０年１１月４日）



２ 放課後児童クラブについて
(1) 現行制度の課題
○ 放課後児童クラブについては、保育所を利用していた子ども等に対し、小学生になった後においても、切れ目なく、保護者が働

いている間、子どもが安全に安心して過ごせる生活の場を提供する基盤となっている。一方で、全小学校区のうち、約３割が未実
施となっている。こうした状況を踏まえ、放課後児童クラブについては、次世代育成支援のための新たな制度体系においても、両
立支援系のサービスとして不可欠なものの一つとして位置づけるべきであるが、現状については、関係者の意見を踏まえると、以
下のような点が課題となっている。

① 保育と同様に、女性の就業率の高まりに応じて必要となる大きな潜在需要に対応した放課後児童クラブの量的拡大を抜本的
に図っていく上で、場所の確保の問題、人材の確保の問題をどうしていくか、検討の必要がある。

② 放課後児童クラブについては、現行法制度上、市町村の事業として実施されており、また、その実施については市町村の努力
義務として位置づけられており、その実施状況には地域格差が見られ、利用保障が弱い。そして、利用方式については、地域に
よって、市町村がサービス決定しているケースと、実施事業者に直接利用申し込みを行うケースが混在している。
このように、同じ両立支援系のサービスである保育とは大きく異なった法制度上の位置づけとなっているが、新たな制度体系にお

いて、法制度上の位置づけの強化について、どのような対応策が考えられるか、検討の必要がある。

③ 対象年齢について、現行制度は小学校３年生までを主な対象としているが、小学校高学年も現に一部利用がされている現状
があり、制度の対象年齢についてどう考えるか、検討の必要がある。

④ 質の確保については、「ガイドライン」を発出しており、望ましい規模、開所時間等について示し、また、国庫補助基準上、一定の
条件を課しているが、保育所のような法令に基づく最低基準は設けられていない。放課後児童クラブの質の確保について、新たな
制度体系において、どのような基準の内容をどのような方法で担保していくべきか、検討の必要がある。
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○社会保障審議会少子化対策特別部会 第１次報告 （平成２１年２月２４日）
－次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けてー



⑤ 国からの補助の財源は、児童手当制度における事業主拠出金を財源とした、裁量的な補助金と位置づけられている。また、現
在の国の補助基準額とクラブ運営に係る費用の実態とに乖離があり、指導員の処遇が厳しい状況にあるという指摘もある。サービ
スの利用保障を強化し、また、抜本的な量的拡大を図っていく上で、財源面についてどのような仕組みとすることが適当か、検討
の必要がある。

⑥ 放課後こどもプラン（留守家庭の子どもの健全育成を目的とした「放課後児童クラブ」と、すべての子どもを対象として安全・安心
な子どもの活動拠点（居場所）を設け、様々な体験活動や交流活動等の取組みを推進する「放課後こども教室」を、一体的あるい
は連携して実施する総合的な放課後対策）を推進していく上で、両事業の一体的な運営を行っている場合の制度上の位置づけ
（人員配置や専用スペースの基準等）をどうしていくか、検討の必要がある。

(2) 新たな制度体系における方向性
○ 放課後児童クラブについては、保護者が働いている間など、子どもが安全に安心して過ごせる生活の場として、子どもを預かり、

健全な育成を図る事業であり、就学前の保育と並んで、小学校就学期の両立支援系のサービスとして不可欠なものであり、地域
格差を生じさせることなく、全国的に実施していくべきである。都市部に限らず地方も含め、就学前の保育から切れ目のないサービ
ス利用が可能となるよう、質の確保を図りながら、低学年を中心としつつも小学校全期を対象として量的拡大を図っていくことが重
要であり、このような観点から、新たな制度体系において位置づけていく必要がある。

○ 量的拡大を図っていく上では、まず、場所の確保が欠かせない。特に、小学校は、移動時の事故等の問題もなく安全・安心であ
り、校庭などで他の子どもたちなどと触れあうこともでき、引き続き、その積極的活用を図っていく必要がある。

○ 大幅な量的拡大を図っていくためには、人材確保が重要な課題である。現在、従事者の勤続年数が短い、指導員の処遇が厳
しい状況にあるという指摘も踏まえ、財源の確保と併せ、人材確保のための職員の処遇改善等を図っていく必要がある。
その際、地域ボランティア、定年退職者など、多様な人材の参画を求めていくという視点、一方で、指導員と子ども、保護者との

間で安定した人間関係が築けることがサービスの性格上望ましいという視点に配慮することが必要である。

39



○ 子どもが良好な環境の下、放課後の時間を過ごせるようしていくべきこと、障害児の利用にも積極的に対応していく必要が高
まってきていること、現在の国の補助基準額とクラブ運営に係る費用の実態とに乖離があるという指摘などを踏まえ、サービスの質
の維持・向上を図っていく必要があり、財源の確保と併せ、そのための基準の要否、そのあり方、担保の方法を検討していくべきで
ある。その際、大幅な量的拡充を図っていく過程であることや事業実施の柔軟性といった観点も併せ考える必要がある。また、指
導員の養成、専門性の向上に向けた研修の強化を図っていく必要があるとともに、事業に関わる者すべてについて障害児を含め
た子どもとの関わりについての研修機会の確保など条件整備をしていくことが重要である。

○ 以上のような量・質両面からの充実を図っていくため、必要となる制度上の位置づけ（市町村の実施責任、サービス利用方式、
給付方式等）及び財源のあり方を、さらに検討していくべきである。
その際、サービス利用保障を強化するための財源保障を強化をする場合には、財政規律の観点からの一定のルール（※）が必

要となると考えられることに留意が必要である。

※他の制度例では、サービスの利用の要否に係る認定の制度（保育の場合は保育にかけるか否かの判断）、給付の限度額の設
定、サービスの利用量に応じた利用者負担などがある。

○ 放課後児童クラブと放課後こども教室との間の関係については、連携を一層進めていく必要があるが、一体的運営については、
放課後児童クラブを利用する子どもは保護者が働いている間は家に帰るという選択がないことに十分配慮する必要があり、一方

で、
いろいろな子どもとの遊びの機会、サービス利用の自由度、効率的な事業実施といった観点から一体的運営に利点がある場合も
考えられ、放課後こどもプランの実施状況などを十分踏まえながら、対応すべきである。
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Ⅲ 給付設計
２ 子どものための多様なサービスの提供と仕事と家庭の両立支援（両立支援・保育・幼児教育給付（仮称））

（４）放課後児童給付（仮称）
○ 放課後児童給付（仮称）については、「小一の壁」に対応し、保育サービス利用者が就学後の放課後対策に円滑な移行を可能

とするという視点に基づき、放課後の遊びの場と生活の場を提供するサービスとして、個人に対する利用保障を強化する。
○ 指定事業者ごとに利用登録する仕組みを導入し、登録児童数に応じて当該指定事業者に費用保障する仕組みを検討する。
○ 小４以降も放課後児童給付（仮称）が必要な子どもにサービス提供を行う。

Ⅳ 子ども・子育て支援事業（仮称）
４ 放課後児童クラブ
○ 小学校４年生以上も対象となることを明記し、４年生以上のニーズも踏まえた基盤整備を行う。
○ 放課後児童クラブについては、市町村が地域のニーズ調査等に基づき実施する旨を法定する。市町村は、市町村新システム

事業計画（仮称）で需要の見込み、提供体制の確保の内容及びその実施時期を記載し、提供体制を計画的に確保する。
○ 質を確保する観点から、職員の資格、員数、施設、開所日数・時間などについて、国は法令上の基準を新たに児童福祉法体

系に設定する。
○ 国が定める基準を踏まえ、市町村が基準を条例で定める。職員の資格、員数については、現行の事業実態を踏まえ、「従うべ

き基準」とすることも含め、法案提出までに整理する。
○ 利用手続きは市町村が定める。ただし、確実な利用を確保するため、市町村は、利用状況を随時把握し（事業者は市町村に

状況報告）、利用についてのあっせん、調整を行う。
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「放課後子どもプラン」の概要

地域社会の中で、放課後等に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、各市町村において、
教育委員会が主導して、福祉部局と連携を図り、原則として、すべての小学校区において、文部科学省の「放課後
子ども教室」と厚生労働省の「放課後児童クラブ」を一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策（放課
後子どもプラン）を推進する。

実施場所

小学校（余裕教室） ２８．１％
〃 （専用施設） ２３．５％

児童館 １３．０％
その他（専用施設、既存公的施設など） ３５．４％

（平成２４年５月）

指導者

実施か所数 ２１，０８５か所（平成２４年５月）１０，０９８か所（平成２４年度）

趣旨・目的

趣 旨

「放課後子どもプラン推進事業」

小学校 ６９．８％
公民館 １０．７％
児童館 ４．１％
その他（生涯学習センター、公園など） １５．４％

（平成２４年度）

すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの活
動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、学
習やスポーツ・文化芸術活動、地域住民との交流活動
等の機会を提供する取組を推進する。

共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児
童に対して、放課後に適切な遊びや生活の場を与え
て、その健全な育成を図る。（児童福祉法第６条３第２
項に規定）

放課後子ども教室 （文部科学省） 放課後児童クラブ （厚生労働省）

放課後児童指導員（専任）

開設日数 １１３日 （平成２４年度平均）

原則としてすべての小学校
区での実施を目指す

原則として長期休暇を含む年間２５０日以上

地域の協力者等
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放課後子ども教室

放課後子ども教室

コーディネーター

地域住民等

地域住民や児童生徒の保護者、学生、社会教育団体、NPO、企業など
地域全体で活動に参画・協力

（活動の企画、地域との連絡・調整）

参 画

子どもたちの安心安全な活動拠点を確保し、様々な学びを支援するだけでなく、地域住民の生涯学習・
自己実現に資するとともに、活動を通じて地域のつながり・絆を強化し、地域の教育力の向上を図る

教育活動推進員

（学習や様々な活動の指導を実施）

教育活動サポーター

（子どもたちの安全見守り等を実施）

放課後児童クラブ
（厚生労働省）

学校（学校支援地域本部）
・公民館・図書館など

放課後児童クラブの子どもが
放課後子ども教室の活動に
参加するなど、連携して実施

【活動の例】
○学習活動
宿題の指導
読み聞かせ

○体験活動
工作・実験教室
料理教室
スポーツ・文化活動

○交流活動
自由遊び
昔遊び
地域の行事への参加

○その他
職場体験・見学 など

（学校の余裕教室、体育館、グラウンド、公民館等を活用して様々な活動を実施）

活動場所の提供や
学習・体験プログラムの共有など

様々な形で連携・協力

地域住民等の参画により、放課後や週末等に、子どもたちに学習や様々な体験・交流活動の機会を提供

（学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業の中で実施）

平成２４年度実施箇所数： １０，０９８教室
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３ 放課後子ども教室との関係

○ 「放課後児童クラブ」と「放課後子ども教室」は、放課後や週末等に子どもたちが安全で安心して、健やか
に育まれるよう、活動場所を確保する点では、共通している。

○ 一方、両事業は役割や活動内容（実施日数や実施体制等）のほか、抱えている課題等に違いがある。

※「放課後児童クラブ」の状況
・専用スペースや専任の指導員の確保、年間２５０日以上、平日３時間、長期休暇８時間等の一定の基準に基づいた継続的な
実施が必要
・「小１の壁」をなくすため、量的拡充（待機児童の解消、開所時間の延長等）、質の確保（体制の整備、職員の処遇改善等）など
を図っていくことが求められている

「放課後子ども教室」の状況
・「放課後子ども教室」は、「コミュニティ・スクール」や「学校支援地域本部」等とともに、地域との連携による教育支援活動促進の
中心的事業
・地域のボランティアを中心に弾力的に運営されており、専任の指導員は要件にしていない。
・年間６０日未満（週１日程度未満）の実施教室が全体の４割以上、週末だけの実施も
・２５０日以上実施する教室は全体の２割で、そのうち約８割を１０市区（政令市、特別区、中核市） で占める
・実施場所は学校内が約７割、ただし必ずしも固定した場所で実施しているわけではない

→ 将来的には両事業を一体的に実施していくことを目指しつつ、当面はそれぞれの質・量の充実を図る
ことが急務

○ 両事業の連携については、「放課後児童クラブ」の利用児童が「放課後子ども教室」を活用して、地域住民
とのつながりを深めるなど、子どもにとって有意義。

○ そのため、「新システム」「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業」それぞれにおいて、市
町村が地域の実情に応じ、放課後児童クラブと放課後子ども教室との連携方策を位置づける。

放課後児童給付（仮称）
平成23年２月21日 第10回基本制度WT説明資料（資料１）（抄）

45



児 童 館 の 概 要

○施設整備費
・平成２５年度予算案

次世代育成支援対策施設整備交付金（２３億円）の
内数 ［補助率：定額（１／３相当）］

○ 児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の一つで、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を
ゆたかにすることを目的とする児童福祉施設

○ 遊びを通じての集団的・個別的指導、健康の増進、放課後児童の育成・指導、母親クラブ等の地域組織活動の育成・
助長、年長児童の育成・指導、子育て家庭への相談等

１．事業の目的、内容

○児童館ガイドライン
児童館の運営や活動が地域の期待に応えるための基本

的事項を示し、望ましい方向を目指すもの（平成２３年
３月雇用均等・児童家庭局長通知）

５．公的助成２．設置状況

３．設置及び運営主体

○ 職員：児童の遊びを指導する者（児童厚生員）の
配置

○ 設備：集会室、遊戯室、図書室及び便所の設置

４．児童館の設備と職員

○ ４，３１８か所 公営：２，６７３か所
民営：１，６４５か所

＜社会福祉施設等調査（平成２３年１０月１日現在）＞

○ 都道府県、指定都市、市町村、社会福祉法人等

６．運営について

○児童館実践事例集
好事例を事例集としてとりまとめたもの（平成２５年３月）

○運営費
地方交付税措置
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児童館数（公営・民営別）の推移
○ 児童館は、昭和40年代から50年代にかけて、高度経済成長がもたらした子どもの事故の多発やいわゆる

「かぎっ子」の増加等により急激に増加したが、その後上昇カーブは緩やかになり、ここ数年はほぼ横ばいで
推移している。

○ 公営・民営別では、公営が平成７年をピークに減少に転じているものの、民営は最近でも徐々に増えてい
る傾向にある。

※１ 社会福祉施設等調査より（各年１０月1日現在の数値）
※２ 平成２１年より調査の方法を変更し、調査対象施設のうち回収できなかった施設があるため、２０年以前

との年次比較は適さない。なお、回収できた施設のうち、活動中の施設について集計している。

（注）児童館には、小型児童館、児童センター、大型児童館及びその他児童館を含む。
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放課後等デイサービスの概要
○事業の概要

・ 学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の
ための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとと
もに、放課後等の居場所づくりを推進。

○対象児童

学校教育法に規定する学校（幼稚園、大学を除く）に就学している障害児
（＊引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれが
あると認めるときは満２０歳に達するまで利用することが可能）

○利用定員
１０人以上
※児童デイサービスからの移行を考

慮

放課後等デイサービス
事業所

Ｃ中学校
Ｂ小学校

◆ 学校授業終了後又は休業日において、生活
能力の向上のために必要な訓練、社会との交
流の促進等
①自立した日常生活を営むために必要な訓練
②創作的活動、作業活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供

◆ 学校との連携・協働による支援（学校と放課後
等デイサービスのサービスの一貫性）

○提供するサービス

◎放課後利用

◎夏休み等の長期休暇利用
・ 午前・午後クラスなど、プロ
グラムの工夫

◎学校と事業所間の送迎

Ｄ特別支援学校
Ａ特別支援学校
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・ 保育所、幼稚園、認定こども園

・ 小学校、特別支援学校

・ その他児童が集団生活を営む施
設として、地方自治体が認めたも
の

保育所等訪問支援の概要
○事業の概要

・ 保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等における集
団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、保
育所等の安定した利用を促進。

○対象児童

Ａ保育所

Ａ幼稚園

Ｂ幼稚園 Ｂ保育所

児童発達支援センター
事業

保育所等訪問支援

集団生活への
適応支援

集団生活への
適応支援

集団生活への
適応支援

集団生活への
適応支援

○訪問先の範囲

◆ 障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な
支援等 ①障害児本人に対する支援（集団生活適応のための訓練等）

②訪問先施設のスタッフに対する支援（支援方法等の指導等）

◆ 支援は２週に１回程度を目安。障害児の状況、時期によって頻度は変化。
◆ 訪問支援員は、障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士（障害の特性に応じ専門的な支援が
必要な場合は、専門職）を想定。

○提供するサービス

個別給付の
ため障害受
容が必要

相談支援事業や、スタッフ支援を行う障
害児等療育支援事業等の役割が重要

保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児
＊「集団生活への適応度」から支援の必要性を判断

＊発達障害児、その他の気になる児童を対象
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参照条文等



１ 対象児童

対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校１～３年に就学している児童であり、その他健全育成上指導を要する児童
（特別支援学校の小学部の児童及び小学校４年生以上の児童）も加えることができること。

２．規模

放課後児童クラブにおける集団の規模については、おおむね40人程度までとすることが望ましい。

また、1放課後児童クラブの規模については、最大70人までとすること。

３．開所日・開所時間

開所日、開所時間については、子どもの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮して設定すること。

また、土曜日、長期休業期間、学校休業日等については、保護者の就労実態等をふまえて８時間以上開所すること。

なお、新1年生については、保育所との連続を考慮し、4月1日より受け入れること。

４．施設・設備

（１） 児童のための専用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場としての機能が十分確保されるよう留意する
こと。

（２） 子どもが生活するスペースについては児童1人あたりおおむね1.65㎡以上の面積を確保することが望ましい。なお、子どもが体調の
悪い時などに休息できる静養スペースを確保すること。

（３） 施設・設備については、衛生及び安全が確保されているとともに、事業に必要な設備・備品を備えること。

５．職員体制

放課後児童クラブには、放課後児童指導員を配置すること。放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準（昭和23年12月29日厚生省令
第63号）第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい。

放課後児童クラブガイドライン放課後児童クラブガイドライン

（雇児発第1019001号平成19年10月19日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）
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６．放課後児童指導員の役割

（１）放課後児童指導員は、以下について、留意のうえ、（２）に掲げる活動を行うこと。

①子どもの人権の尊重と子どもの個人差への配慮

②体罰等、子どもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止

③保護者との対応・信頼関係の構築

④個人情報の慎重な取扱いとプライバシーの保護

⑤放課後児童指導員としての資質の向上

⑥事業の公共性の維持

（２）放課後児童指導員は、次に掲げる活動を行うこと。

①子どもの健康管理、出席確認をはじめとした安全の確保、情緒の安定を図ること。

②遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。

③子どもが宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行うこと。

④基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせること。

⑤活動状況について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。

⑥児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地
域協議会等を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応を図ること。

⑦その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行うこと。

７．保護者への支援・連携

保護者会等の活動についても積極的に支援、連携し、放課後児童クラブの運営を保護者と連携して進めるとともに、保護者自身が互い
に協力して子育ての責任を果たせるような支援を行うこと。

８．学校との連携

（１）学校との連携を積極的に図ること。なお、学校との情報交換に当たっては、個人情報の保護や秘密の保持に十分な配慮を行うこと。

（２）子どもの生活と遊びの場を広げるために、学校の校庭・体育館や余裕教室等の利用について連携を図ること。また、放課後子ども教
室との連携を図ること。
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９．関係機関・地域との連携

（１）保育所・幼稚園等と連携し、情報の共有と相互理解に努めること。

（２）子どもの病気や事故、もめごとなどに備えて、日常から地域の医療・保健・福祉等の関係機関と連携を図るように努めるとともに、
ボランティアの募集・受入れを積極的に行い、また、地域の関係組織や児童関連施設等と連携を図ること。

１０．安全対策

（１）事故やケガの防止と対応

あらかじめ、事故やケガの防止に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作成し、事故やケガが発生した場合、速やかに適
切な処置を行うこと。

（２）衛生管理

あらかじめ、感染症等の発生時の対応について、放課後児童クラブとしての対応策を作成すること｡

（３）防災・防犯対策

防災・防犯に関する計画やマニュアルを策定し、定期的に避難訓練等を実施すること。

（４）来所・帰宅時の安全確保

あらかじめ、来所・帰宅時の安全確保のためのチェックリスト等を作成し、地域の関係機関・団体等と連携した見守り活動の実施等
について取り組むこと。

１１．特に配慮を必要とする児童への対応

（１）障害のある児童や虐待への対応等特に配慮を要する児童について、利用の希望がある場合は可能な限り受入れに努めること。受入れ
に当たっては、施設・設備について配慮すること。

（２）障害のある児童を受け入れるための職員研修等に努めること。

１２．事業内容等の向上について

（１）放課後児童指導員の資質の向上のため積極的に研修を実施し、または受講させること。

（２）放課後児童クラブは、事業内容について定期的に自己点検する機会を持ち、自ら事業内容向上に向けた取り組みに努めること。
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１３．利用者への情報提供等

（１）市町村及び放課後児童クラブは、放課後児童クラブの利用の募集に当たって、適切な時期に様々な機会を利用して広く周知を図るこ
と。

（２）放課後児童クラブの運営の状況について、保護者や地域等に積極的に情報提供を行い、保護者等との信頼関係を構築すること。

１４．要望・苦情への対応

（１）要望や苦情を受け付ける窓口を子どもや保護者に周知するとともに、要望や苦情への対応の手順や体制を整備し、迅速な対応を図る
こと。

（２）苦情対応については、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や解決に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図
られるしくみを構築すること。
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第一章 総則

〔事業〕

第六条の三 （略）

② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、

授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

※現行は「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童」と規定

③～⑭ （略）

第二章 福祉の保障

〔子育て支援事業〕

第二十一条の九 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児
家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業並びに次
に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの（以下「子育て支援事業」という。）が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めな
ければならない。

一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業

二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業

三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

〔事業の利用の促進〕

第二十一条の十 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以
外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の三第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促
進に努めなければならない。

児童福祉法 （抄） ［平成24年一部改正］

※下線部は、放課後児童健全育成事業に関する従前からの改正点。
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〔市町村の情報提供等〕

第二十一条の十一 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の収集及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保
護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利
用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。

② 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は調整を

行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。

③ 市町村は、第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに前項のあっせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託す

ることができる。

④ 子育て支援事業を行う者は、前三項の規定により行われる情報の収集、あつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければな

らない。

※「情報の収集」の規定を追加

第三章 事業、養育里親及び施設

〔事業の開始等〕 【２項以下新設】＊

第三十四条の八 市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

② 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け

出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

③ 国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を市町

村長に届け出なければならない。

④ 国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で

定める事項を市町村長に届け出なければならない。

※現行は社会福祉法の規定に基づき、都道府県に対する事業開始・廃止時の事後届け出

56



〔設備及び運営の基準〕【新設】

第三十四条の八の二 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合におい
て、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。

② 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準

に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

③ 放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

※市町村は、国の定める基準に従い又は参酌し、条例で基準を定める旨を規定

〔報告及び立入検査等〕【新設】

第三十四条の八の三 市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報
告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査さ
せることができる。

② 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

③ 市町村長は、放課後児童健全育成事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該

基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

④ 市町村長は、放課後児童健全育成事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した

とき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その

事業の制限又は停止を命ずることができる。

※市町村が条例で定める基準の遵守を担保するため、市町村による報告の徴収等の規定を追加
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第七章 雑則

〔事業の実施の促進〕【２項を新設】

第五十六条の七 市町村は、必要に応じ、公有財産（地方自治法第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。次項において同じ。）
の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営
を促進し、保育の利用に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。

② 市町村は、必要に応じ、公有財産の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能

力を活用した放課後児童健全育成事業の実施を促進し、放課後児童健全育成事業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。

③ 国及び都道府県は、前二項の市町村の措置に関し、必要な支援を行うものとする。

※小学校の余裕教室や小学校敷地内等の「公有財産」の活用の規定を追加

＊子ども・子育て関連３法の施行の際現に放課後児童健全育成事業を行っている者について第34条の８第２項の規定を適用する場合、子ど
も・子育て関連３法の施行の日から起算して３月以内に届出が必要（以下参照）。

◎子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律（平成24年法律第67号）

（児童福祉法の一部改正に伴う経過措置）

第七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の児童福祉法（以下「新児童福祉法」という。）第六条の三第二項に規定する放課
後児童健全育成事業を行っている国、都道府県及び市町村以外の者について新児童福祉法第三十四条の八第二項の規定を適用する場合に
おいては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進
に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十四年法律第六十七号）の施行の日から起算し
て三月以内に」とする。

２・３ （略）
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第一章 総則

(市町村等の責務)

第三条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

一 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地

域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

二 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を

円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

三 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な

教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。

２ 都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する

必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対

応が必要な施策を講じなければならない。

３ 国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われる

よう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を

講じなければならない。

第四章 地域子ども・子育て支援事業

第五十九条 市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域
子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

一～四 （略）

五 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業

六～十三 （略）

子ども・子育て支援法（抄）

※本法は新規立法。
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第五章 子ども・子育て支援事業計画

(基本指針)

第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子
育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針（以下「基本指針」と
いう。）を定めるものとする。

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 子ども・子育て支援の意義並びに子ども・子育て支援給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する

体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本的事項

二 次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定める

に当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援

事業支援計画の作成に関する事項

三～五 （略）

３ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の関係行政機関の

長に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

４ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(市町村子ども・子育て支援事業計画)

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法
律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的

に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区域」という。）ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設

に係る必要利用定員総数（第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保

育事業所（事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係る必要利用定員総数（同項

第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供

体制の確保の内容及びその実施時期
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二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようと

する地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期

三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

３ （略）

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域

子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情

を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。

６ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により

市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画（次条第四項において「教育振興基本計画」という。）その他の法律の規

定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他

の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当

事者の意見を聴かなければならない。

８ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の

内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。

９ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。

10 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)

第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この
法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。）を定めるものとする。

２ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・
保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）その他
の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
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二 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

三 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる

措置に関する事項

四 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及

び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項

五 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項

３ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるもの

とする。

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する第三十一条第三項及び第三十二条第三項の規定による協議に係る調整その他市町村の

区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項

二 教育・保育情報の公表に関する事項

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

４ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項

の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるも

のと調和が保たれたものでなければならない。

５ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第四項の審議

会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援

に係る当事者の意見を聴かなければならない。

６ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなけれ

ばならない。

(都道府県知事の助言等)

第六十三条 都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言その他の援助
の実施に努めるものとする。

２ 内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法その他都道府県子ども・子育て支援事業支

援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
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(国の援助)

第六十四条 国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められ
た事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

第六章 費用等

(市町村の支弁)

第六十五条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

一～二 （略）

三 地域子ども・子育て支援事業に要する費用

(都道府県の負担等)

第六十七条 （略）

２ 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第三号に掲げる費用に充てる

ため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

（市町村に対する交付金の交付等）

第六十八条 （略）

２ 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第三号に掲げる費用に充てるため、

予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

（拠出金の徴収及び納付義務）

第六十九条 政府は、児童手当の支給に要する費用（児童手当法第十八条第一項 に規定するものに限る。次条第二項において「拠出金対象
児童手当費用」という。）及び地域子ども・子育て支援事業（第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。）に要する費
用（次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。）に充てるため、次に掲げる者（次項において「一般事
業主」という。）から、拠出金を徴収する。

一～四 （略）

２ 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
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第七章 子ども・子育て会議等

(設置)

第七十二条 内閣府に、子ども・子育て会議（以下この章において「会議」という。）を置く。

(権限)

第七十三条 会議は、この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、内閣総理大臣の諮問に応じ、この法律の
施行に関する重要事項を調査審議する。

２ 会議は、前項に規定する重要事項に関し内閣総理大臣その他の関係各大臣に意見を述べることができる。

３ 会議は、この法律に基づく施策の実施状況を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣その他の関係各大臣に意見を述べ

ることができる。

(会議の組織及び運営)

第七十四条 会議は、委員二十五人以内で組織する。

２ 会議の委員は、子どもの保護者、都道府県知事、市町村長、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関する

事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

３ 委員は、非常勤とする。

(資料提出の要求等)

第七十五条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説
明その他必要な協力を求めることができる。

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼す

ることができる。

(政令への委任)

第七十六条 第七十二条から前条までに定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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(市町村等における合議制の機関)

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるもの
とする。

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審
議すること。

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければ

ならない。

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

４ 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。

二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査

審議すること。

５ 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成二十
四年法律第六十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第二条第四項、第十二条（第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続（第七十七条第一項の審議会その他の合議制

の機関（以下この号及び次号において「市町村合議制機関」という。）の意見を聴く部分に限る。）、第四十三条の規定による第二十

九条第一項の確認の手続（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計

画の策定の準備（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）及び第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計

画の策定の準備（第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関（次号において「都道府県合議制機関」という。）の意見を聴く部

分に限る。）に係る部分を除く。）及び第十三条の規定 公布の日
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二 第七章の規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条（第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続（市町村合議制機

関の意見を聴く部分に限る。）、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る

。）、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）及び

第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備（都道府県合議制機関の意見を聴く部分に限る。）に

係る部分に限る。）の規定 平成二十五年四月一日

三・四 （略）

(検討)

第二条 政府は、総合的な子ども・子育て支援の実施を図る観点から、出産及び育児休業に係る給付を子ども・子育て支援給付とすること
について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

２ 政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）の延長について検討を加え、必要があると認

めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

３ 政府は、質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に

従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者

の就業の促進その他の教育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

４ 政府は、この法律の公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

５ 政府は、前各項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるとき

は、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（財源の確保）

第三条 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。
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